
コンテナ及び積載貨物の目視検査において
は注意が必要です。

有害なガスや煙がないと判断さ
れ、適切な安全対策が講じられる
までは、コンテナに入らないでく
ださい。

安全が確保できない限り、コンテ
ナの底面又は上部を検査しないで
ください。

コンテナターミナルでは、安全性
などの理由で近くでの目視検査が
不可能な場合、病害虫の汚染の兆
候がないか遠くから見てくださ
い。

コンテナ及び積載貨物を
清浄に保ちましょう

安全第一︕

International 
Plant Protection
Convention

国連食糧農業機関によると、毎年世界の食糧
生産の最大40％が植物病害虫により失われて
おり、その損失額は年間2,200億ドルを超え
るとされています。国際海上コンテナサプラ
イチェーンに関わる皆さんは、コンテナ及び
積載貨物から植物病害虫及び動物疾病をまん
延させないよう手助けすることができます。
重要なインターチェンジポイントで推奨され
る行動をとることにより、コンテナと積載貨
物を清浄に保ち、港を通って目的地まで迅速
かつ簡単に移動させることができます。

植物、植物生産物、植物残渣 

種子 

昆虫、カタツムリ、ナメクジ、アリ、クモ

カビ、キノコ

昆虫・鳥の糞、排泄物 

卵塊 

動物、動物の部位、血液、排出物、 生殖器官

病害虫がいることを示すその他の汚染

土壌 

何を探すか 

海上コンテナによる侵入病害虫のまん延を低減 
国際植物防疫条約(IPPC)海上コンテナ・タスクフォースによるガイダンス



主要なインターチェンジポイントにおける

推奨される行動

* その国の植物検疫当局又は動物検疫当局の地方事務所

積み付け場所
荷送り人又は積み付け業者

到着時 積み込み中 積み付け後

コンテナ内部と外
部の表面

コンテナ内部と外部の表面
及び貨物

目に見える汚染を
除去するため、コン
テナの拒否、掃き掃
除、掃除機がけ又
は洗浄

目に見える汚染を除
去するため貨物置き
場、積み付け場所の
清掃 

積み付け後はコンテ
ナ及び積載貨物を目
に見える病害虫汚染
の付着がないように
する

コンテナを草地や土
壌、照明の下には置
かない

目に見える病害虫の
兆候を定期的に確認
し、必要に応じて清
掃

必要な場合、ベイ
ト、トラップ又は仕
切りを用いて病害虫
を貨物置き場及び梱
包場所に入れない

X

2

輸出ターミナル
ターミナル従業員

入口 船への積載時

コンテナ外部の表面
目に見える汚染は
コンテナオペレー
ターに報告するか
各地のプロトコル
に従い拒否する

目に見える汚染は
コンテナオペレー
ターに報告する

3 輸入ターミナル 
ターミナル従業員
船からの荷下ろし時
コンテナ外部の表面

目に見える汚染はコンテナオペ
レーター又は必要に応じて管轄
する当局*に報告する

5   積み替えターミナル
ターミナル従業員
船からの荷下ろし/

船への積載時
コンテナ外部の表面

目に見える汚染はコンテナオペレーター
又は必要に応じて管轄する当局*に報告す
る

4

荷下ろし場所

荷受人 

到着時 荷下ろし中及びデポへ返却前

コンテナ外部
の表面 コンテナ内部の表面及び貨物

目に見える汚染を
除去するため洗浄
又は必要に応じて
目に見える汚染
を管轄する当局*
に報告

目に見える汚染を除去する
ため、掃き掃除、掃除機が
け又は洗浄; 貨物から目に
見える汚染を除去するため
必要に応じて他の方法を利
用

コンテナを草地や土壌、
照明の下には置かない

目に見える病害虫の兆候
を定期的に確認し、必要
に応じて清掃

必要な場合、ベイト、ト
ラップ又は仕切りを用い
て病害虫を清浄なコンテ
ナに入れない

6コンテナデポ
デポの従業員

入口 出口
コンテナ内部と外部の表面

目に見える汚染を除去する
ため、掃き掃除、掃除機が
け又は洗浄

目に見える汚染を除去するた
め、掃き掃除、掃除機がけ又は
洗浄、もしくは清浄なコンテナ
に交換
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CONTACT US Food and Agriculture Organization  
of the United Nations 

IPPC Secretariat 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy  

Tel: +39 06 5705 4812   
Email: ippc@fao.org | Web: www.ippc.int
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